
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道施設課 メタウォーター株式会社　関西営業部 H30.12.4
18000033 田沼　剛 R2.3.31

H30.12.4
R2.10.23
H30.12.4
R2.10.23
H30.12.4
R3.2.10

下水道施設課 三菱電機株式会社　関西支社 H30.12.4
18000034 古田　克哉 R2.3.31

H30.12.4
R2.10.23
H30.12.4
R3.2.10

下水道建設課 株式会社東部建設 R1.11.6
19000044 吉川　方人 R2.3.31

R1.11.6
R2.8.16
R1.11.6

R2.10.15
R1.11.6

R2.10.15
下水道施設課 株式会社宮井組 R2.3.27
19000068 宮井　俊明 R2.9.22

R2.3.27
R2.10.31
R2.3.27

R2.10.31
管路整備課 株式会社崇翔 R2.3.26
19000075 堀立　崇弘 R2.10.31

R2.3.26
R2.11.30

管路整備課 株式会社藤本水道 R2.6.20
20000006 齊藤　満伊 R3.1.10

R2.6.20
R3.1.10

下水道管理課 株式会社土井電設工業 R2.7.1
20000009 土井　茂喜 R2.10.28

R2.7.1
R2.11.27

150R2.10.23

205 4.50%

R2.6.30
松ケ丘マンホールポンプ１号制御盤移
設工事

12,436,600 10,975,800 120

R2.10.30 46,530,000 41,921,000 1,803,586

250

R2.6.19 鳴神配水管布設替工事 44,517,000 40,117,414 205

R2.10.14

219 14.37%

R2.3.25 北～永穂配水管添架工事 21,692,000 19,358,157 220

R2.10.16 30,019,000 27,011,600 3,394,600

180

R2.9.16 219

R2.3.26
和歌川終末処理場ブロワ棟耐震補強工
事

26,246,000 23,617,000

345

R2.10.12 145,049,300 123,962,300 2,005,619 345 1.64%

R2.8.12

147

R2.3.6 285

R1.11.5 北部第１５汚水幹線工事その３ 142,701,900 121,956,681

690

R2.10.15 800

R2.3.19

800

H30.12.3
和歌川終末処理場ブロワ電気設備改築
工事

330,348,240 329,940,000 484

R2.10.7

R2.8.6 579,533,200 578,196,460 16,596,460 690

R2.3.17

H30.12.3 和歌川終末処理場ブロワ設備改築工事 562,898,160 561,600,000 484

690

令和 2年度 10月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００３３号

工 事 名 和歌川終末処理場ブロワ設備改築工事

変更後の工事場所 和歌山市塩屋５丁目１２６番１

変更後の工事概要

機械設備工事
　ブロワ設備（風量125㎥/min）　　　 ２台
　撤去工　　　　　　　　　　　　　　一式
　その他附帯設備　　　　　　　　　　一式
建築改修工事　　　　　　　　　　　　一式
建築機械設備工事　　　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事には和歌川終末処理場ブロワ電気設備
改築工事（別途発注工事）においてブロワ設備
仮設配線が撤去された後に施工する作業が含ま
れています。しかし、電気設備改築工事の工程
に遅れが生じたことから、本工事も当初の工程
通りに進めることが不可能になりました。
　上記理由により、受注者であるメタウォー
ター株式会社　関西営業部から建設工事請負契
約書第２１条（受注者の請求による工期の延
長）に基づき、工期延長請求書の提出がありま
した。
　受注者の責に帰することができない理由と判
断されるため、同契約書第２３条に基づき工期
延長をいたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００３４号

工 事 名 和歌川終末処理場ブロワ電気設備改築工事

変更後の工事場所 和歌山市塩屋５丁目１２６番１

変更後の工事概要

電気設備工事
　　受変電設備工　　　一式
　　（変圧器1,000kVA　１台）
　　特殊電源設備工　　一式
　　運転操作設備工　　一式
　　計装設備工　　　　一式
　　監視制御設備工　　一式
　　仮設工事　　　　　一式
　　建築電気設備工事　一式
　　撤去工事　　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事の電気室内作業は、耐震補強が終了
し足場が撤去された後でないと施工できな
い。ブロワ棟耐震補強工事が２度の入札不調
となり契約が遅れ、電気工事が予定していた
時期に施工ができなかったことにより遅れが
生じ、工程通りに進めることが不可能になっ
たため、建設工事請負契約書第21条（受注者
の請求による工期の延長）、同第23条（工期
の変更方法）適用。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和１年度

工 事 番 号 第１９００００４４号

工 事 名 北部第１５汚水幹線工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ200mmPE管布設工　L=1549m
φ200mmPE管さや管推進工(φ350mmVP)　L=19m
管理用ﾏﾝﾎｰﾙ工
　（点検孔-9、空気弁-1、仕切弁-18 ）　28か所
付帯工　1式

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となり
ます。
・一部区間において、地元要望により埋設管
の深さを変更する必要が生じた。このことに
よる管きょ工（開削）の増額。
・IP25及びIP26付近の立坑において、通行車
両等を考慮した結果、軽量鋼矢板立坑から鋼
製ケーシング立坑に変更した。このことによ
る立坑工の増額。
以上のことを建設工事請負契約書第18条第1項
第4号及び第4項第2号に基づき精査したところ
増額となり、同契約書第18条第5項及び第24条
を適用し、増額変更するものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００６８号

工 事 名 和歌川終末処理場ブロワ棟耐震補強工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

建築改修工事　　　　　　一式
　建具改修工事　　　　　一式
　内装改修工事　　　　　一式
　塗装改修工事　　　　　一式
　耐震（躯体）改修工事　一式
　
　構　造　鉄筋コンクリート造
　規　模　地上１階地下１階
　床面積　５８２．４３㎡

変 更 の 理 由

　本工事は、２度の入札不調により契約が遅
れ、予定通りの工事着手ができずブロワ室内
の内装作業と関連する和歌川終末処理場ブロ
ワ設備改築工事の天井クレーン撤去作業の施
工時期が重複し、協議の結果、天井クレーン
撤去作業を先に進めることになった。天井ク
レーン撤去作業の間は既に設置していた内部
足場を撤去しなければならず、内装作業をす
るには再度内部足場を設置しなければならな
い。
　したがって、建設工事請負契約書第１８条
（条件変更等）、同第１９条（設計図書の変
更）、同第２４条（請負代金の変更方法等）
に基づき増額変更を行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００７５号

工 事 名 北～永穂配水管添架工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ３００ ＤＩＰ　ＧＸ形 　Ｌ＝５３．１ｍ
既設管撤去工　１式

変 更 の 理 由

　本工事は、海草振興局建設部工務課発注工事の全体
工程に遅れが生じることを確認しました。協議の結
果、受注者の責めに帰する事が出来ない事由であると
判断したため、本工事の受注者である株式会社崇翔
代表取締役　堀立崇弘より建設工事請負契約書第２１
条第１項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契
約書同条第２項及び第２３条に基づき３０日間の工期
延長をいたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００００６号

工 事 名 鳴神配水管布設替工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ300㎜ DIP GX形  L=158.6m
φ200㎜ DIP GX形  L=8.3m
φ100㎜ DIP GX形  L=16.0m
既設管撤去工　　　　　1式
給水管切替工　　　 13箇所

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となり
ます。
・地下埋設物回避のための異形管材料の追加
による請負材料と管布設工の増額。
・給水管切替工において、切替１箇所増によ
る増額。

以上のことを建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号及び第４項第２号に基づき精査し
たところ増額となり、同契約書第１８条第５
項及び第２５条を適用し、増額変更するもの
である。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和２年度

工 事 番 号 第２００００００９号

工 事 名 松ケ丘マンホールポンプ１号制御盤移設工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

受電設備工　一式
計装設備工、ポンプケーブル取替工、土工　一式
復旧工　　　一式
撤去工　　　一式
仮設制御盤　一式

変 更 の 理 由

　本工事において、南港山東線上で行われている
その他関連工事の施工後に本工事の施工を行う必
要があったが当該工事との調整の結果、工期内で
の完成が困難となったため、建設工事請負契約書
第２２条に基づき、工期延長請求書の提出があ
り、同第２２条に基づき協議した結果、工期延長
が妥当であると認められたので、当初の令和２年
１０月２８日までの工期から、令和２年１１月２
７日までの３０日間の工期延長をしたい。

企業局


